
●ハローワーク（公共職業安定所） 
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_hellowork/info_hellowork.htm 
【ハローワークの所在地一覧】 

名称 所在地 電話 
〒650-0025神戸市中央区相生町 1-3-1 078-362-8609 神戸 
★「就職チューター」配置所：発達障害等の要因により、コミュニケーショ

ン能力に困難を抱えている若年求職者の方について、専門相談・支援を実施 
(ハローワーク神戸) 
三田出張所 

〒669-1531三田市天神 1-5-25   079-563-8609 

灘 〒657-0833 神戸市灘区大内通 5-2-2   078-861-8609 
尼崎 〒661-0021 尼崎市名神町 3-12-2 06-6428-0001 
西宮 〒662-0862西宮市青木町 2-11 0798-75-6711 
姫路 【姫路本庁舎】 

〒670-0947姫路市北条字中道 250 
【姫路大手前庁舎】《平成 20年 6月 2日開業予定》 
〒670-0902姫路市白銀町 50日本生命姫路ビル 3階   

079-222-8609 

加古川 〒675-0017加古川市野口町良野 1742   079-421-8609 
伊丹 〒664-0881伊丹市昆陽 1-1-6伊丹労働総合庁舎 072-772-8609 
明石 〒673-0891明石市大明石町 2-3-37 078-912-2277 
豊岡 〒668-0024豊岡市寿町 8-4 0796-23-3101 
(ハローワーク豊岡) 
香住出張所 

〒669-6544美方郡香美町香住区香住 844-1   0796-36-0136 

(ハローワーク豊岡) 
八鹿出張所 

〒667-0021養父市八鹿町八鹿 1121-1   079-662-2217 

(ハローワーク豊岡) 
和田山分室 

〒669-5202朝来市和田山町東谷 105-2   079-672-2116 

西脇 〒677-0015西脇市西脇 885-30西脇地方合同庁舎   0795-22-3181 
洲本 〒656-0021洲本市塩屋 2-4-5 0799-22-0620 
姫路南 
※平成 20年 6月 1日付け姫路
に統合のため廃止予定 

〒671-1116姫路市広畑区正門通 4-8  079-237-6500 

柏原 〒669-3309丹波市柏原町柏原字八之坪 1569   0795-72-1070 
篠山 〒669-2341篠山市郡家 403-11   079-552-0092 
西神 〒651-2273神戸市西区糀台 5-3-8   078-991-1100 
龍野 〒679-4167たつの市龍野町富永 1005-48 0791-62-0981 
(ハローワーク龍野) 
相生出張所 

〒678-0031相生市旭 1-3-18相生地方合同庁舎   0791-22-0920 

(ハローワーク龍野) 
赤穂出張所 

〒678-0232赤穂市中広字北 907-8   0791-42-2376 



ハローワークプラザ三宮 
(ハローワーク灘 三宮庁舎） 

〒651-0088神戸市中央区小野柄通 7-1-1 
日本生命三宮駅前ビル 1階   

078-231-8609 

若者を対象としたハローワークの専用窓口は「若者しごと倶楽部（ジョブカフェひょうご）」になります。概

ね 35歳未満の方は、ぜひ若者しごと倶楽部の一般職業紹介窓口をご利用ください。 
※詳細は「若者しごと倶楽部」のページをご参照ください。 

 
 
●ヤングワークプラザ三宮 
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/jyakunen_gakusei/antei_0021_2.pdf 

団体の概要 
所在地 神戸市中央区小野柄通 7－1－1日本生命三宮駅前ビル 11階 

電話：078-231-8605 
交通：各線三ノ宮駅下車 徒歩 3分 

受付時間 月曜～金曜 10:00～18:30（土・日・祝・年末年始は休み） 
対象地域  
資格要件(年齢など) ■ハローワークでの求職申し込みが必要 

■以下の要件にいずれも該当する方 
35 歳未満の方、過去１年以上雇用保険被保険者でなかった方、正社員で
の就職を希望する方 

現在の利用者(男女比)  

受

付

内

容 

利用者の年齢層  
活動タイプ 就労支援 
事業内容 35 歳未満の方の常用就職を支援。特に希望職種が明確になっていない方

を対象に、専門サポーターが個別に就職活動支援を行う。 

事

業

目

的 
 

設立経緯 平成 13年よりいわゆるフリーターと言われる不安定就労若年者に対する
就職促進、職場定着支援を目的として設置した。平成 19年からは希望職
種が明確でない等、自ら適切な就職活動が行えない若者等に対し決め細か

な支援を行っている。 
 

常勤  
非常勤  
ボランティア  

ス

タ

ッ

フ

構

成 

スタッフ合計  

支援を受けるには？ 
 ①照会・資料請求 ハローワーク窓口で問い合わせ 
 ②説明会 支援メニュー説明のうえ登録 
 ③見学 なし 



 
 

 
支援メニュー 

料金 無料 
支援の流れ ①ハローワークで求職申し込み 

②受付・登録：支援メニューの説明 
③支援期間 2カ月で、個別相談を行いながら就職に向けて取り組むべ
き課題を明確にし、希望職種に向けた就職活動が行えるように支援 

①面接相談 ○ 個別の状況に応じた職業相談（担当者制・予約制） 
②カウンセリング ○ 職業カウンセリング（担当者制・予約制） 
③訪問活動 ×  
④通所 ×  
⑤共同生活 ×  
⑥セルフヘルプ活動 ×  
⑦作業所 ×  
⑧学習支援 ×  
⑨就労支援 ○ 職業カウンセリング、職業適性検査・自己分析、就職活動の進

め方、応募書類・面接指導、グループワーク、各種情報の提供

など 
⑩当事者への付き添い ×  
⑪他の施設の紹介 ×  
⑫電話相談 ×  
⑬インターネット相談 ×  
⑭親の会・家族会 ×  
⑮ニュースレター ×  
⑯講演会・イベント・教室開催 ×  
⑰スタッフ研修 ×  
⑱その他 ジョブクラブ(※)の実施 

※25～35歳未満の方で常用就職を目指す方対象、10人 1グループと
して 3ヵ月実施。 
内容：就職活動・職務経験の棚卸、仕事の探し方・職業適性の捉え方、

自己ＰＲ・応募書類の作成、面接ロールプレイング、経験交流会など 


